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かつら苑短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１） 施設の名称等 

・法人名     医療法人 生山会 

・施設名     介護老人保健施設 かつら苑 

・開設年月日   平成 ３年８月１日 

・介護保険事業  平成１２年４月１日 

・所在地     山口県長門市俵山字桂川４９１０－１ 

・電話番号    ０８３７－２９－０５６４ 

・ファックス番号 ０８３７－２９－０７７２ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な

医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応

じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよ

うに支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入

所療養介護（介護予防短期入所療養介護）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援するこ

とを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設かつら苑の運営方針］ 

１、当苑の従業者は、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施設サービ

ス計画に基づいて、医学的管理下における看護・介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話

を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

２、入所者の意志及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健サービスの提供に努める。

３、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域と家庭との結びつきを重視した運営を行い、居宅介護支援 

 事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるととも

に、関係市町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。 

 

（３）施設の職員体制 

介護老人保健施設かつら苑の従業者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。 

①医師            １人（常勤）（8：00～17：00） 

 医師は、入所者の病状に応じて妥当適切に診療を行い、介護老人保健施設かつら苑に携わる従

業者の管理、相談を行う。なお、併設たわらやま介護医療院、たわらやま診療所と兼務とする。 

②支援相談員         １人（常勤）（8：00～17：00） 

 支援相談員は、入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言・その他

の援助を行う。 

③看護及び介護要員    １７人以上（常勤）日勤（8：00～17：00）…4 名 

    ・看護職員     ５人以上    早番（7：00～16：00）…1 名 

    ・介護職員    １２人以上    夜勤（16：00～8：00）…2 名 

                       遅番（9：30～18：30）…1 名 

                       中番（9：15～18：15）…2 名 

                       半勤（8：00～12：00）…1 名 

  看護・介護要員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、看護及び介護を提供する。 

④理学療法士       １人以上（常勤）（8：00～17：00） 

 理学療法士は、入所者の状態に応じた機能訓練・指導を行う。 

⑤介護支援専門員       １人（常勤）（8：00～17：00） 

 介護支援専門員は、適切な施設サービスが提供されるようサービス計画を作成する。なお、看

護職と兼務とする。 
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 ⑥薬剤師           １人（常勤）（8：00～17：00） 

  薬剤師は、医師の処方に基づき入所者等の薬剤の調整及び製剤をするとともに薬品管理を行う。 

  なお、併設たわらやま介護医療院、たわらやま診療所と兼務とする。 

⑦栄養士           ２人（常勤換算で１.５人）（8：00～17：00） 

    ・管理栄養士       １人 

    ・栄養士         １人 

  栄養士は、入所者等の食事献立をするとともに栄養指導を行う。なお、併設たわらやま介護医

療院と兼務とする。 

  ⑧事務員           ４人（常勤）（8：00～17：00） 

   事務員は、当施設の受付、会計経理、その他一般的事務処理、建物施設・設備の保守管理を行

う。 

 

（４）入所定員等  ・定員 ５０ 名 

   ・療養室    個室…２室   ２人室…２室   ４人室…１１室 

 

２．サービス内容 

① 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、

ご本人・ご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくように

なります。 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ７時３０分    昼食 １１時３０分    夕食 １８時００分 

③ 入浴（一般浴槽を使用する介助浴と寝たきりの利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者

は、週２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合

があります。） 

④ 医学的管理・看護（常勤の医師と看護職員にて対応いたします。） 

⑤ 介護（身の回りなどの介護を行います。） 

⑥ リハビリテーション（原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動がリハ

ビリテーション効果を期待したものです。） 

⑦ 援助サービス（支援相談員が要望や苦情などの相談に応じます。） 

⑧ 栄養管理（栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理をいたします。） 

⑨ 理美容サービス 

⑩ 行政手続代行・その他 

 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

  ※施設利用料については、介護保険負担割合証の利用者負担の割合の１割の利用料を掲載してい

るが、２割、３割の場合は、以下の利用料金の２倍、３倍の利用額となります。 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要支援・要介護の程度によって利用料が異

なります。以下は１日あたりの自己負担分です） 

  【多床室】                 【個 室】 

・要支援１    ６０１円         ・要支援１   ５６６円 

・要支援２    ７５８円         ・要支援２   ７１１円 

・要介護１    ８１３円         ・要介護１   ７３８円 

・要介護２    ８６３円         ・要介護２   ７８４円 

・要介護３    ９２５円         ・要介護３   ８４８円 

・要介護４    ９７７円         ・要介護４   ９０１円 

・要介護５  １，０３１円         ・要介護５   ９５３円 

＊サービス提供体制強化加算(Ⅱ)（介護職員のうち介護福祉士が 60％以上配置されてい

る）として、上記施設利用料に１８円／日が加算されます。 
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＊送迎を行った場合は片道１８４円が追加されます。 

＊なお、緊急時に所定の対応を行った場合、５１８円／日が加算されます。 

＊介護職員処遇改善加算(Ⅲ)として、基本サービス費と各種加算に、サービス別加算率

(5.4％)を乗じた金額が加算されます。 

 

 

②  食費（１日当たり）     １８００円（１食６００円） 

   ただし、食費について負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 

            第一段階    ３００円／日 

            第二段階    ６００円／日 

            第三段階①  １０００円／日 

            第三段階②  １３００円／日 

また、保険給付による栄養管理費用として、以下の負担をいただきます。 

        ・療養食加算（該当者のみ） １食につき ８円 

 

③  居住費（療養室の利用費） 

    ・多床室       １日当り    ４３７円 

     ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 

            第一段階      ０円／日 

            第二段階    ４３０円／日 

            第三段階①   ４３０円／日 

            第三段階②   ４３０円／日 

    ・個 室       １日当り   ２５００円 

     ただし、負担限度額認定証をお持ちの方は、以下の負担となります。 

            第一段階    ５５０円／日 

            第二段階    ５５０円／日 

            第三段階①  １３７０円／日 

            第三段階②  １３７０円／日 

 

（２）その他の料金 

① 電気使用料     ５５円(内税)（電気毛布等、１器具につき） 

② 洗濯代（１カ月）５５００円(内税)（業者に委託）※原則としてご家族の対応でお願いします。 

③ おやつ代    １２０円(内税)（１日につき） 

 

（３）支払い方法 

   毎月１０日すぎに、前月分の請求書を発行いたします。お支払いは現金を事務室にお願いいた 

します。なお、月途中に退所される方については、退所日に請求書を発行いたします。 

 

 

４．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等に

は、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称……医療法人 生山会 斎木病院 

・住 所……長門市東深川１３４番地 

・協力歯科医療機関 

・名 称……上野歯科医院 

・住 所……長門市西深川４０８２－１ 
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５．緊急時の対応及び連絡 

  当施設の医師が、利用者の病状からみて当施設において必要な医療を提供することが困難である 

ときは、併設病院（たわらやま診療所）又は協力病院（斎木病院）への診療（入院）になる場合が 

あります。緊急時は、速やかに「同意書」にご記入いただいたご家族に連絡させていただきます。 

 

６．施設利用に当たっての留意事項 

・面会は、午前９時から午後８時までにお願いします。 

・苑内の飲酒・喫煙は、禁止いたします。 

・所持品、備品などの持ち込みにつきましては、事前にご相談下さい。 

・金銭・貴重品の管理は、原則として施設ではいたしません。 

・ペットの持ち込みはご遠慮下さい。 

 

７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

８．送迎の実施地域 

  長門市の区域とします。 

 

９．非常災害対策 

・防災設備……スプリンクラー、消火器、消火栓等を備えつけており、非常災害に際して必要な

対策を行っています。 

・防災訓練……年２回以上実施しています。 

 

１０．事故発生時の対応 

  緊急の場合には「同意書」にご記入いただいた連絡先（家族等）に連絡し、市町村に報告いたし

ます。また、併設医療機関「たわらやま診療所」や協力医療機関「斎木病院」と連携を取り合い、

速やかに対処いたします。 

損害賠償などの問題が発生した場合には、当施設が加入しております「（株）損害保険ジャパン」

と協議し対応いたします。 

 

１１．虐待の防止のための措置に関する事項 

  当施設では、利用者等の人権の擁護及び虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底しています。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備しています。 

（３） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。 

（４） 虐待防止のための措置に関する責任者を選定しています。 

責任者 施設長 斎木貞彦 

 

１２．苦情相談対応 

当施設には苦情相談に対する窓口として相談担当者が勤務しております。ご不明なことや要望・

苦情等がありましたらお気軽にご相談ください。速やかに対応いたします。 

＜かつら苑苦情相談窓口＞ 

住所 長門市俵山字桂川４９１０－１   電話 ０８３７－２９－０１０１ 

  相談担当者 豊田佳子 

 

※その他、以下の窓口でも苦情相談を受け付けております。 

長門市高齢障害介護保険係 

住所 長門市東深川１３３９－１    電話 ０８３７－２３－１１５８ 
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山口県国民健康保険団体連合会 

住所 山口市朝田１９８０番地の７   電話 ０８３－９９５－１０１０ 

 

また、受付に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 

 

１３．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご覧下さい。 

 

 

平成 21 年 4 月 1 日作成  

平成 24 年 4 月 1 日改定  

平成 26 年 4 月 1 日改定  

平成 26 年 5 月 20 日改定 

平成 26 年 10 月 22 日改定 

平成 27 年 4 月 1 日改定 

平成 27 年 9 月 1 日改定 

平成 29 年 4 月 1 日改定 

平成 30 年 4 月 1 日改定 

平成 31 年 4 月 1 日改定 

令和 1 年 10 月 1 日改定 

令和 2 年 4 月 1 日改定 

令和 2 年 11 月 1 日改定 

令和 3 年 4 月 1 日改定 

令和 3 年 8 月 1 日改定 

令和 4 年 10 月 1 日改定 

令和 4 年 11 月 1 日改定 

令和 6 年 1 月 1 日改定 

令和 6 年 1 月 1 日改定 

令和 6 年 4 月 1 日改定 

令和 6 年 6 月 1 日改定 

令和 6 年 6 月 20 日改定 

令和 6 年 8 月 1 日改定 

 

 


